
質     疑 
回     答 

[肝臓機能障害] 
 
１．障害となった原因を問わず、認定基準に

該当する場合は認定してよいか。 
 
 
 
 
 
 
 
２．すでに肝臓移植を受け、現在抗免疫療法

を継続している者が、更生医療の適用の目

的から新規に肝臓機能障害として手帳の

申請をした場合、申請時点での抗免疫療法

の実施状況をもって認定してよいか。 
 
３．肝臓機能障害で認定を受けていたもの

が、肝臓移植によって認定している等級の

基準に該当しなくなった場合、手帳の返還

あるいは再認定等が必要となるのか。 
 
 
 
 
４．Child-Pugh 分類による合計点数と 3 点

項目の有無は、第 1 回と第 2 回の両方の検

査結果が認定基準に該当している必要が

あるのか。 
 
５．肝性脳症や腹水は、どの時点の状態によ

って診断するのか。 
 
 
 
 

 
 
肝炎ウイルスに起因するもの以外であっ

ても、肝臓機能障害として認定する。ただし、

アルコールを継続的に摂取することにより

障害が生じている場合は、その摂取を止めれ

ば改善が見込まれることもあるため、一定期

間（180 日以上）断酒し、その影響を排除し

た状況における検査結果に基づき認定する

ことを条件とする。 
 
 肝臓移植を行ったものは、抗免疫療法の継

続を要する期間は、これを実施しないと再び

肝臓機能の廃絶の危険性があるため、抗免疫

療法を実施しないと仮定した状態を想定し、

1 級として認定することが適当である。 
 
 移植後の抗免疫療法を継続実施している

間は1級として認定することが規定されてお

り、手帳の返還や等級を下げるための再認定

は要しないものと考えられる。 
 ただし、抗免疫療法を要しなくなった後、

改めて認定基準に該当する等級で再認定す

ることは考えられる。 
 
 第 1回と第 2回の両方の検査において認定

基準に該当していることが必要である。 
 
 
 
 肝性脳症や腹水は、治療による改善が一時

的に見られることがあるが、再燃することも

多いため、診断時においての慢性化してみら

れる症状を評価する。 
 

（案） 
身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について 
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６．積極的治療の実施とは、どのようなこと

から判断するのか。 
 
 
７．現在の B 型肝炎又は C 型肝炎ウイルス

の持続的感染の確認については、180 日以

上の間隔をおいた検査を2回実施しなけれ

ばならないのか。 
 
 
８．現在の B 型肝炎又は C 型肝炎ウイルス

の持続的感染の確認とあるが、他の型のウ

イルスの感染は対象とはしないのか。 
 
 
 
 
 
 
９．強い倦怠感、易疲労感、嘔吐、嘔気、有

痛性筋けいれんあるいは「1 日 1 時間以上」

「月 7 日以上」等は、どのように解するの

か。 
 
 
 
 
 

 医師に指示に基づき、受診や服薬、生活上

の管理を適切に行っているかどうかで判断

する。 
 
 現在の症状が肝炎ウイルスに起因すると

診断されている場合は、すでにウイルスの持

続的な感染が確認されているため、直近の 1
回の検査によって確認されれば現在の持続

的感染と判断してよい。 
 
 現在確認されている肝炎ウイルスのうち、

A 型肝炎及び E 型肝炎は症状が慢性化する

ことは基本的になく、また D 型肝炎ウイルス

については B 型肝炎ウイルスの感染下にお

いてのみ感染するため、B 型肝炎と C 型肝炎

のみを対象としている。今後新たな肝炎ウイ

ルスが確認された場合は、その都度検討す

る。 
 
外来診察時又は入院回診時、自宅での療養

時等において、そのような症状があったこと

が診療記録等に正確に記載されており、これ

により当該項目について確認できるという

ことを想定している。 
そのためにも、平素からこれらの症状につ

いて、継続的に記録を取っておくことが必要

である。 
 

 


